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令和６年度「教員等の出退勤時刻実態調査結果」【データ編】 
 

１ 調査方法等 
 
（１）調査対象教職員 
   校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手、講師 
 
（２）調査期間  
   令和６年１１月１日（金）から１１月３０日（土）までの１か月間 
 
（３）調査対象校 
   県内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校 

※千葉市立の学校及び市立高等学校を除く 
 
（４）調査の実施方法 

①市町村立学校 
市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び市立特別支援学校においては、      

各市町村教育委員会が管下の教職員の実態をそれぞれの方法で把握し、当該月の時間
外在校等時間を取りまとめ、県教育委員会に報告する。 

②県立学校 
県立の中学校、高等学校及び特別支援学校においては、ＩＣカード式タイム    

レコーダ及び管理システムを活用して出退勤時刻を記録し、対象職員の当該月の  
時間外在校等時間を管理職が取りまとめて県教育委員会に報告する。 

 
２ 調査結果について 
 
（１）全校種（市町村立学校、県立学校） 

①月当たりの時間外在校等時間が４５時間以上８０時間未満の教諭等の割合 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等（Ｒ５.11月） ３９．９％ ５３．７％ ４６．１％ ２６．８％  ８．２％ 

教諭等（Ｒ６.11月） ３５．１％ ４６．０％ ５１．２％ ２０．８％  ７．５％ 

※「教諭等」：主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手及び講師 

教諭等における全校種の平均   ３１．９％（前年同月：３７．２％） 

 

②月当たりの時間外在校等時間（校種別） 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等（Ｒ５.11月） ４０時間４６分 ５４時間４３分 ４４時間２４分 ３５時間００分 ２５時間１０分 

教諭等（Ｒ６.11月） ３９時間２０分 ５１時間３８分 ４６時間２９分 ３３時間２８分 ２３時間５３分 

教諭等における全校種の平均   ３９時間２９分（前年同月：４１時間２１分） 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

【調査結果の概要から】 

〇月当たりの時間外在校等時間が４５時間以上８０時間未満の者の割合について、義務教育学校は増

加したが、その他の校種で減少し、全校種の平均が３１．９％と前年度から５．３ポイント減少し

た。 

〇月当たりの時間外在校等時間について、教諭等における全校種の平均は３９時間２９分であり、前

年度より１時間５２分改善された。 

〇「学校における働き方改革推進プラン」に基づいた、各学校における業務改善の推進、支援スタッ

フの拡充配置等の取組の成果によるものと推察される。 
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（２）市町村立学校（小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校） 

 

①月当たりの時間外在校等時間が４５時間以上８０時間未満の者の割合 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長 （Ｒ５.11月） ２８．３％ ２１．５％ 〔７５％〕 〔０．０％〕 
〃  （Ｒ６.11月） ２５．９％ １３．５％ 〔２５％〕 〔５０．０％〕 

副校長・教頭（Ｒ5.11月） ８１．８％ ７４．９％ 〔８１．８％〕 〔１００％〕 
〃  （Ｒ６.11 月） ７０．１％ ６３．０％ 〔６３．６％〕 〔１００％〕 

教諭等（Ｒ５.11月） ３９．９％ ５３．７％ ４６．１％ １９．０％ 

〃 （Ｒ６.11月） ３５．１％ ４６．０％ ５１．２％ １５．８％ 

※〔 〕は母数が少ないため参考値 

教諭等における市町村立学校全体の平均 ３８．８％（前年同月：４４．６％） 
  

②月当たりの時間外在校等時間 
職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長（Ｒ５.11月） ３８時間４０分 ３４時間１２分 〔５６時間５１分〕 〔３２時間３８分〕 

〃（Ｒ６.11月） ３６時間０３分 ３０時間３６分 〔４６時間１９分〕 〔３７時間２６分〕 

副校長・教頭（Ｒ５.11月） ６５時間３３分 ６３時間５１分 〔５９時間５２分〕 〔６２時間３１分〕 

〃  （Ｒ６.11 月） ６１時間５２分 ５８時間３１分 〔６８時間１０分〕 〔７０時間０４分〕 

教諭等（Ｒ５.11月） ４０時間４６分 ５４時間４４分 ４４時間２４分 ２９時間３８分 

〃 （Ｒ６.11月） ３９時間２０分 ５１時間４０分 ４６時間２９分 ２９時間０５分 

※〔 〕は母数が少ないため参考値 

教諭等における市町村立学校全体の平均 ４３時間３８分（前年同月：４５時間３９分） 
  
③月当たりの時間外在校等時間が８０時間を超える者の割合 

職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 特別支援学校 

校長（Ｒ５.11月） ２．５％ １．０％ 〔２５．０％〕 〔０％〕 

〃 （Ｒ６.11月） ０．６％ ０．７％ 〔０％〕 〔０％〕 

副校長・教頭（Ｒ５.11月） １９．１％ ２２．４％ 〔０％〕 〔２０．０％〕 

〃  （Ｒ６.11 月） １５．８％ １５．６％ 〔２７．３％〕 〔０％〕 

教諭等（Ｒ５.11月） ２．７％ １７．７％ ２．１％ ０％ 

〃 （Ｒ６.11月） ２．４％ １５．０％ ７．０％ ０％ 

※〔 〕は母数が少ないため参考値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）県立学校（中学校、高等学校、特別支援学校） 
  

【市町村立学校について】 

〇「①月当たりの時間外在校等時間が４５時間以上８０時間未満の者の割合」は、教諭等において全校種の

平均が３８．８％と、前年同月と比較して５．８ポイント減少し、中学校においても５０％を下回った。 

〇「②月当たりの時間外在校等時間」における教諭等の全校種の平均が前年同月と比べ約２時間減少した。

中学校でも約３時間減少はしているが、依然として４５時間を超えている。 

〇「③月当たりの時間外在校等時間が８０時間を超えている者の割合」は全体的に減少しているものの、副

校長・教頭においては依然として１０％を超える数値である。特に副校長・教頭の負担軽減に向けた対策

が必要である。 

〇市町村立学校においては各市町村独自の取り組み等もあり、全体的に働き方改革が進んできていることが見

て取れる。各学校の優れた取組を好事例として県教育委員会のホームページに掲載するとともに、各市町村

教育委員会や学校への訪問、各種会議等でも紹介するなど、共有・周知し学校における働き方改革の一層の

推進を図る。 
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（２）県立学校（中学校、高等学校、特別支援学校） 

 

①月当たりの時間外在校等時間が４５時間以上８０時間未満の者の割合 
職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長（Ｒ５.11月） － ９．２％ ５．４％ 

〃（Ｒ６.11月） － ９．１％ ５．４％ 

副校長・教頭（Ｒ５.11月） 〔１００％〕 ５４．３％ ８２．８％ 

〃  （Ｒ６.11 月） 〔１００％〕 ４６．９％ ５９．４％ 

教諭等（Ｒ５.11月） ５２．８％ ２６．８％ ７．４％ 

〃 （Ｒ６.11月） ４０．０％ ２０．８％ ６．９％ 

※〔 〕は母数が少ないため参考値 

教諭等における県立学校全体の平均  １６．２％（前年同月：２０．３％） 
  
②月当たりの時間外在校等時間  

職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長（Ｒ５.11月） － ２６時間２２分 ２５時間５３分 

〃（Ｒ６.11月） － ２６時間２１分 ２５時間３２分 

副校長・教頭（Ｒ５.11月） 〔６９時間４７分〕 ５２時間４８分 ６２時間０４分 

〃  （Ｒ６.11 月） 〔６３時間５２分〕 ５１時間３５分 ５６時間０７分 

教諭等（Ｒ５.11月） ５１時間２４分 ３５時間００分 ２４時間５１分 

〃 （Ｒ６.11月） ４６時間５１分 ３３時間２８分 ２３時間３０分 

※〔 〕は母数が少ないため参考値 

教諭等における県立学校全体の平均  ３０時間０９分（前年同月：３１時間３７分） 

 

③月当たりの時間外在校等時間が８０時間を超える者の割合 
職種（調査時期） 中学校 高等学校 特別支援学校 

校長（Ｒ５.11月） － ０％ ０％ 

〃（Ｒ６.11月） － ０％ ０％ 

副校長・教頭（Ｒ５.11月） 〔０％〕 ７．４％ ３．１％ 

〃  （Ｒ６.11 月） 〔０％〕 ５．０％ ９．４％ 

教諭等（Ｒ５.11月） ８．３％ ５．１％ ０％ 

〃 （Ｒ６.11月） ８．６％ ５．３％ ０％ 

※〔 〕は母数が少ないため参考値  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【県立学校について】 

〇教諭等の「②月当たりの時間外在校等時間」の平均は３０時間０９分であり、県の目標及び「学校職員の勤

務時間等に関する規則」で規定された、月当たりの時間外在校等時間４５時間以内を下回っているが、４５

時間を超える者や８０時間を超えている者も減少傾向ながらも存在することから、今後も更なる取組を推進

していく。 

〇県立学校においても副校長・教頭の時間外在校等時間が多く、４５時間を超える者の割合とともに８０時間

を超える者の割合も依然として高い。特に特別支援学校は、児童生徒数が増えていることで、スクールバス

の対応や教職員の服務に関すること等の業務が、副校長・教頭へ過重としてかかっていることが原因として

考えられる。引き続き、副校長・教頭の負担軽減が喫緊の課題である。 

〇教育委員会としては、副校長・教頭に係る調査・報告の削減及び軽減や、ＩＣＴによる業務の効率化を目指

し、負担軽減を図っていくとともに、各学校の好事例を紹介・周知するなど、具体的な支援を行っていく。 


